
土地家屋調査士法と測量法との相関関係

（ 1） 土地家星調査士法

土地家星調査士法第 2 粂ほ「調査士ほ、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につ

き必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又ほ審査請求の手続をす ることを業 とす る」

と規 定 して お り、登 録 した調 査士 以 外 の ものほ 調査 士 の業務 を行 うこ とは で きな い もの と され て

お ります （調査士法第 19粂）。

調査士ほ、その業務を行 うにあた っては、法令、通達及び調査士会の制定す る要領 （調査測量

実施要領）等に準拠 して公正かつ誠実に業務を行 い、迅速かつ適正に事件 を処理 しなけれif な り

ません。（調査士法第 1粂の 2 ）。

（ 2） 測量法

測量法第 2 粂ほ「土地の測量ほ、他の法律が定め る場合を除いて、 この法律の定めるところに

よる」 と規定 して い ます。

測量法ほ、測量について①基本測量、②公共測量、③それ以外の測量の 3 種類に分類 し、この

うち、公共測量ほ、一定規模以上 （路線 の長 さ 6 血を越える多角測量や、面積が 7 出を越える面

積測量等）の、官公署が計画検閲 として行 う測量に適用 される測量であ ります。

この公共測量については、これ を実施す る計画検閲が作業規程を作成 して建設大臣の承認を得

る必要があ ります。（測量法第33粂）。

測量法第33条に基づ き、建設省が計画機関 として公共測量を行 うために定めた作業規程が、「建

設省公共測量作業規程」（以下「作業規程」 とい う。）であ ります。

「作業規程」は、〈土地及び境界等について調査 し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成

す る作業〉を「用地測量」 と定義 して （作業規程第424粂）、さらに、作業項 目を、資料調査、境

界確認、境界測量、面積計算等に細分 し、それぞれについて作業 内容を定めてお り（作業規程第425

粂） また「作業規程」ほ、測量法に規定す る測量業者以外は、公共測量を請け負 うことができな

い旨を競走 してお ります。（作業規程第 7 粂）

そ こで、測量法 の公共測量 の規定、そ して「作業規程」の「用地測量」の規定か ら、「用地測

量」ほ、測量業者 の専門分野 と解 されてお ります。

測量法 と土地家屋調査士法は、測量に関す る一般法 と特別法の関係にあ り、登記 を目的 とす る

土地 の調査、測量の業務ほ、調査士の専門分野 と解 されてお ります。

（ 3） 法秩序維持のための諸原理

我 国に お いて、 法 と しての 全体 の数 ほ 数 え きれ ない ほ どの数 にな ります の で一 見 す る と、 はな

はだ錯綜 しているよ うに思われ ます。現実 に規定の文言の うえで表現的にほ矛盾、衝突す る点 も

実際 にあ る よ うに と られ ますが 、 そ こに は一定 の原理 とい うものが 働 いて、 優先 して適用 され る

法 とそ うでな い法 との区別 が たて られ 、全 体 と して法 秩序 の統 一が 失われ ない よ うにな ってお り



ます。

一定の原理には次の 4 つがあ ります。

A ）法の所管事項の原理

B ）法の形式的効力の原理

C ）後法優先の原理

D ）特別法優先の原理
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と、「 D ）特別法優先の原理」 を用いれは解決で きますので この 2 つの原理 について説抑

①法の形式的効力の原理 とほ

我国の法の全体系は、憲法を頂点に法律、政令、省令、地方 自治体の条例 とい うようさ

的構造 をもって組立られています。 それぞれの法形式の間にほ、優劣の原則が定 まってl

ので、法形式を異にす る2 つ以上の種漢の法の間で内容の矛盾、衝突す る規定が設け らj

合には、この原則に従 っていずれか一方の種類 の法が優先 して適用 され、他方の法ほその

衝突す る限度 において適用 され ないことになっています。 これを「法の形式的効力の原葺

いい ます 。

具体例をあげれは、憲法は他のすべての種類の法に対 して形式的効力が強い し、法律専一

よ りも強 い形式 的効 力 を肴 して い ます 。

この原理か ら土地家屋調査士法 と測量法との優劣をみた場合に どうなるか と言います J

ちら も国 の最高 議決壊 関 であ る国 会 に よって法 律 と して成 立 してい る法 であ りますか ら持

あると言えます。 この様に法律で同格の ときに、お互いの条文の文言の矛盾、衝突が生 l

合どちらを擾発すべ きかについてほ、次に説明す る「特別法優先の原理」によ り解決す 召

②特別法優先の原理とほ

ある事項について、広 く一般的に規定 している法 と、その内のある特定の人、物、地j

所、時点、期間等について、その一般的規定 と違 った内容の定めを規定 している注があこ

に、前者を「一般法」、後者を「特別法」 といい ます。 この場合、常 に特別法が優先 さj

のでこれを「特別法優先の原理」 と言 っています。

測量法第 2 粂にほ「土地の測量は、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、この宅

定 め る と ころに よる。」 とあ り、 同法 第 3 粂 に ほ 「 この 法律 にお い て測量 とほ土地 の測j

い、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むもの とする。」 とい う規定 もあ ります。

一方、土地家屋調査士法 と測量法 とについて具体的にみてみ ます と、土地家屋調査士羞

粂に「調査士ほ他人の依薪を受けて、不動産の表示に関す る登記につき必要な土地又は男



り ま す 。

このことか ら土地家慶調査士法第 2 粂の「不動産 の表示に関す る登記に必要な土地に関する

調査・測量を業 とす る」 とい う規定か らみて前述 した特別法優先の原理 の、ある特定の場合を

定めた法に該 当 しますので「特別法」 とな る訳です。

他方、測量法ほ第 2 粂、第 3 粂の文言か ら広 く一般的な虎定を してい る法律であ り「一般法」

と言 え ます 。

（ 4） 「用地測量」業務と土地家慶調査士の業務の差異

① 地積測量図の作製ほ、「用地測量」には規定 されていない業務であ ります。

「用地測量」ほ、公共事業の用地取得等に必要 な資料及び図面を作成す る作業を 目的 として

お り、最終的には、用地取得のための登記、つま り地積測量図作製に関連 した業務であ ります。

しか し、登記のために、最 も重要な地寮測量図につ いての規定はあ りません。この ことか らも、

地寮測量図の作製ほ「用地測量」 の業務でないこ とほ明 らかであ ります。つ ま り、謝量業者の

専門業務ではな く、調査士業務 の専管業務 と理解 され るものであ ります。

②「用地測量」業務でほ「画地調整」及び「復元脾量」について詳細な規定があ りません。

地帯測量図を作製す るうえで最 も重要 な作業ほ、筆界 （登記法上の境界） の確認作業であ り

ます。「用地測量」でほ、筆界ほ、土地所 有者の立会いのみで確認できるかの ようですが、土

地所有者 との境界確認 の立会 いほ「筆界」の確認作業の手順 のひ とつにす ぎません。筆界は、

公法上の境界であ り、客観性があ り、原則 として立会いの合意にほ左右 されないのです。 した

が って、筆界の確認には、慈恵的であってほならず、客観的に明確な理 由付けが必要にな り、

相応の調査能力が必要であ ります。調査士業務が「有資格者」に限定 されなければな らない所

以で あ ります 。

したが って、筆界の確認作業、特に地図による筆界の復元作業ほ、単に技術力の問題でほな

く、調査能力が問われる問題なのです。地 図の精度の問題か ら、地図の公差内の辺長の調整計

算及び周辺土地 との均衡調整な ど、「画地調整」の作業が必ず必要 とな ります。 ところが、「用

地測量」でほ、筆界の確認作業で重要なこの「画地調整」の規定、及び「復元測量」について、

詳細な規定があ りませんが、調査士業務にほ明確な規定があ ります。 この点ほ特に、強 く留意

され るペ き ところ です。

③登記申請書、登記申請図面等、不動産の表示に関する登記の申請手続に関する規定ほ、当然

なが ら「用地測量」の作業項 目にはあ りません。

したがって、登記申請手続に関する業務は、土地家慶調査士法による土地家屋調査士の専管

業務であるといえ ます。

以上、「用地 測量」業務 と土地家慶調査士の業務 とについて、それ ぞれが根拠 とす る「作業

規程」 と、「調査測量実施要領」について比較 します と、「用地測量」における筆界の確認作業



についてほ、登記のため必要な作業 としての、緻密 さに欠けると評価せぎるを得 ませ ん。

また、「用地測量」の調査、測量成果をそのまま利用 して、地積測量図を作製す ることほ、

より専門性が必要な登記を 目的 とす る感付図面 としてほ、地積測量図の持つ性格か らみて も適

格性 に欠 け る もの と指摘 せ ぎ るを 得 ない と ころであ ります。

したがって、従来か ら行われていた「用地測量」の調査、糾畳成果を利用 して官公署の嘱託

酸鼻が登記嘱託書を作成する場合にほ、土地家星調査士 と同等程度の能力がある嘱託職員 であ

って も、用地測量に よる成果が登記を 目的 とす る地積測量図の作製資料 と して も適切てあ るか

ど うかについて、現地の点検作業を行 うな ど、「用地測量」でほ不足する部分 を補 う作業が必

要にな るので あ ります 。

したが って、最初か ら土地家慶調査士が地積刺真因を作製することが、土地家慶謁査士故に

則してい るといえ るの であ ります。

それゆえ、官公署尊か らの嘱託登記事件の発注に対 して、公共事業 の適正かつ迅速 な実施に

寄与することを 目的 として、土地家屋調査士法第17粂の 6 に より、各県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会の設立が認可 された ものであ ります。

（ 5） 新規発注「筆界確定測量」の必要性とその確立

現在、脚量業 と調査士菜 との間て問帝 となっている点は、軸農業者が「用地脚量」の成果から

「登記用の地積測量図」を作 ることにあ り、逆に、その作業が最終的に登記に関連す ることか ら

「公共測量作業規程 による用地測量」を、土地家屋調査士が官公署か ら受託 しよ うとす る事 にあ

ります 。

つ ま り、測量業 と土地家慶調査士業の接点部分が問題を起こすのであ り、接点以外の部分てほ

全 く問題 ほ生 じてい ないの で あ ります。

では 、 ど うした ら問額 点 をな くす こ とが で きるかを考 えれ は よい ことにな ります。

現行の建設大臣承認に よる「作業規程」か ら、応用測量の第 4 葦 、「用地 測量」が削除 され な

い限 り、邦鼻薬が行 う「用地 脚農」 の違 法性を確定す ることほ難 しいで しょう（測量法上ては正

しいが、詞査士法上でほ否と思われ る。）。

そこて、私達 の公嘱協会は、測量菜が行 う作業規程の第 43 7粂以後の作業 として、建設省 と折

衝を して「筆界確定測量」 の作業項 目を独立 させ、「筆界確定測量」 を「調査士業務」 として何

らかの形て確立 させ ることが、今後の調査士会や、公嘱協会の重要な課額てあ るもの と考えられ

ます。

現行の「用地測量その ものの違法性」 と して、測量業の行 う用地刑農作業の全部を調査士業務

の前畏測量 として、調査士法に抵触す るとして訴えることほ無理があることか ら、用地刑急に対

応 して、不登法・ 詞査士法を根拠に して、新規発注業務 として作業規慢の最後の箇所か ら始 まる

ことになる、「筆界確定 測量」を確立する事が必要 であ ります。

測量法に よる現行の「用地測量」 を尊重 し、「用地測量作業」 を存続 させ 、公共事業の円滑な

推進に寄与す ることを もって、その成果晶資料を参考 として、「公共嘱託登記」 に限定 し、「公嘱



協会」がその資料を利用 し、「筆界確定測量」を実施すれば、両業界が、共存共栄す ることがで

き、今 まで明確でなかった業域が整理 され、両業界が安心 してその業務を履行で きることにな り

ます。

分離発注てはな く、「新規発注」 として「筆界確定 測量」が制度化 されれば、従来か ら問題 と

なって い る、丈 量図 と現地 との 「不 符合 」が解 消 され る こ とに な り、法務 行政 を は じめ と して、

自治体、土地提供者等にも、安心 と安全が確保 されることにな り、 まさに国益に繋が る、新制度

であ ります 。

今す ぐに両業界 と、関係官公署等が この新 しい方策を制度 として確立す ることに取 り組み、充

分な検討 に よ り、そ の実 現 のた めの 努 力をす る ことが課題 であ る と考 え る もので あ ります。




